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国
家
公
務
員
の
新
規
採
用
に
関
す
る
質
問
主
意
書

国
家
公
務
員
の
定
員
が
計
画
的
に
削
減
さ
れ
て
い
く
な
か
に
お
い
て
は
、
定
年
・
自
己
都
合
退
職
な
ら
び
に
欠
員
の
活
用
に

よ
る
新
規
採
用
枠
の
確
保
だ
け
で
は
、
必
要
と
さ
れ
る
新
規
採
用
枠
を
十
分
確
保
で
き
な
い
現
状
に
あ
る
と
聞
く
。
す
な
わ

ち
、
一
定
数
の
早
期
勧
奨
退
職
者
が
確
保
出
来
な
け
れ
ば
、
新
規
採
用
者
が
十
分
確
保
さ
れ
な
い
現
状
と
聞
く
。
一
方
、
政
府

は
早
期
勧
奨
退
職
を
推
進
し
て
お
ら
ず
、
定
年
ま
で
の
勤
務
を
推
進
し
て
い
る
。
こ
れ
で
は
、
必
要
と
す
る
新
規
採
用
者
の
確

保
が
出
来
ず
、
ひ
い
て
は
公
務
に
支
障
を
来
す
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。

そ
こ
で
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
質
問
す
る
。

一

各
府
省
庁
に
お
い
て
、
ア
ル
バ
イ
ト
職
員
等
を
除
い
て
正
規
の
職
員
た
る
部
下
が
全
く
存
在
し
な
い
、
い
わ
ゆ
る
「
一
人

係
長
」
は
何
人
い
る
の
か
、
府
省
庁
毎
の
人
数
を
知
り
た
い
。

二

現
在
の
国
家
公
務
員
の
定
員
削
減
計
画
を
維
持
し
つ
つ
、
早
期
勧
奨
退
職
を
推
進
し
な
く
て
も
、
必
要
と
さ
れ
る
新
規
採

用
者
の
人
数
を
確
保
で
き
る
と
認
識
さ
れ
て
い
る
の
か
政
府
の
見
解
を
問
う
。

三

以
上
の
よ
う
な
国
家
公
務
員
の
新
規
採
用
枠
の
確
保
の
問
題
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
な
対
策
を
い
つ
ま
で
に
と
る
方
針
な

の
か
政
府
の
見
解
を
問
う
。

一



右
質
問
す
る
。

二


